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米
軍
空
中
給
油
機
部
隊
の
鹿
屋
基

地
へ
の
移
駐
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
に
多
く
の
不
明
な
点
や
疑
問
点

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
移
駐
案
の
具
体

的
な
内
容
や
地
域
へ
の
影
響
な
ど
に

関
す
る
82
項
目
か
ら
な
る
質
問
書
を
、

昨
年
11
月
９
日
に
国
に
対
し
て
提
出

し
ま
し
た
。

　

回
答
の
期
限
か
ら
大
幅
に
遅
れ
た

昨
年
12
月
27
日
に
、
こ
の
質
問
書
に

対
す
る
回
答
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

の
内
容
は
、
移
駐
す
る
部
隊
や
、
整

備
す
る
施
設
等
の
規
模
・
機
能
な
ど
、

地
域
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
項
目
に

つ
い
て
は
、
「
今
後
の
日
米
協
議
に

お
い
て
詰
め
る
」
と
の
理
由
な
ど
か

ら
、
具
体
的
な
回
答
が
得
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
回
答
の
不
十
分
で
あ
っ

た
点
や
、
経
済
効
果
等
に
関
す
る
新

た
な
質
問
事
項
を
50
項
目
に
取
り
ま

と
め
、
第
２
回
目
の
質
問
書
と
し
て
、

１
月
10
日
に
再
度
提
出
し
た
と
こ
ろ
、

２
月
３
日
に
、
清
水
繁
福
岡
防
衛
施

設
局
局
長
が
鹿
屋
市
を
訪
問
し
、
有

留
市
長
職
務
執
行
者
に
、回
答
文
書

を
直
接
手
渡
し
ま
し
た
。

【問い合わせ】　市地域政策課　☎0994－31－1154

第2回目の質問書に対する国からの主な回答の概要
質問事項の概要 回答内容の概要

１
空中給油機の移駐による、離発着回数の大幅
な増加による騒音被害の増大や、事故発生懸
念に対する国の考え方と対策について

○ 管制回数は増加するが、騒音については大幅に悪化するこ
とがないと判断している

○ 飛行機とヘリコプターは別のルートを飛行しているため、給
油機の移駐によって直ちに航空機の運航が過密化するな
ど、安全性に影響が出るとは考えていない

２ 航空機騒音規制措置（飛行高度・飛行時間帯）
における地元の意見・要望の反映度について

○ 航空機騒音規制措置については、地元からの要望も考慮し
て、日米地位協定に基づき日米の政府間で合意している

３

部隊・機体の詳細について
①空中給油機の鹿屋移駐の政策決定時期
② 空中給油機部隊の隊員の平均年齢及び年
代別の構成内訳

③ 現在、普天間基地に駐留している軍属の任
務内容

④空中給油機の耐用年数及び型式

○今後の米軍との調整の中で、できる限り確認する

４ 日米地位協定の改定について ○ 日米地位協定については、運用の改善により対応していく

５
現在、普天間基地に駐留している軍人・軍属
及びその家族の生活物資購入及び米軍基地
内に設置されている商業施設について

○ 軍人・軍属及びその家族の日常の生活に必要な物資につい
ては、米軍基地内において購入できる
 ○ 生活関連施設は新たに整備する必要があるが、具体的な施
設整備計画については、今後、日米間で協議する

６ 空中給油機部隊の鹿屋基地移駐による地元へ
の経済効果について

○ 移駐の詳細については、今後の日米協議において確認して
いくことから、具体的な経済効果について、言及する段階
にはない

７ 米軍基地内で販売される物品等の調達方法
等について

○沖縄における米軍基地においては、
　・ 基地内で消費する日用品及び食料品等については、ほと
んど米国本土から調達しており、パン、野菜など日本で
調達が必要な物品は、一部入札により調達している

　・ 入札には、地元を含む国内企業の全てが参加できる
　・ 地元企業が優先される制度はなく入札及び契約に関して
は全て英文により行われている

８

「日米地位協定の実施に伴う国有財産の管理
に関する法律」第７条に関し、これまで在日
米軍が存在しなかった地域に、米軍が駐留す
ることによる住民生活への影響についての国
の見解

○ 空中給油機が移駐した場合でも、現在の鹿屋基地の騒音状
況が大きく変わるとは予想されない
○ 基地の態様についても、鹿屋基地を米軍が共同使用するこ
とになっても、防衛施設たる飛行場としての機能が特段変
わるものではなく、大きく変化するものとは考えていない

９
現在、開発中のジェット・エンジンを搭載し
た次期哨戒機の鹿屋基地への配備時期につ
いて

○ ジェット・エンジン搭載の次期哨戒機については、平成２３
年度から各部隊に配備する予定である
○ 現在、鹿屋基地に配備されているＰ－３Ｃについても、次期
哨戒機に更新される予定であるが、その時期については未
定である

10 空中給油機の騒音等を原因とした家畜や農産
物等への被害が発生した場合の補償について ○相当因果関係がある場合は、補償等を行う

　

第
１
回
目
の
回
答
で
は
、
空
中
給

油
機
部
隊
の
移
駐
先
と
し
て
鹿
屋
基

地
が
検
討
さ
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い

て
は
、
「
沖
縄
に
近
い
こ
と
や
十
分

な
基
地
面
積
を
有
し
て
い
る
こ
と
」

を
挙
げ
地
元
に
対
し
誠
心
誠
意
説
明

を
行
い
、
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
最

大
限
の
努
力
を
行
っ
て
い
く
と
し
て

い
ま
す
が
、
空
中
給
油
機
の
訓
練
内

容
や
移
駐
の
具
体
的
な
時
期
、
騒
音

対
策
等
の
地
域
が
最
も
知
り
た
い
質

問
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
日
米
協
議

の
中
で
確
認
し
て
い
く
と
の
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
２
回
目
の
回
答
で
は
、
空
中
給

油
機
の
移
駐
に
よ
り
、
私
た
ち
が
最

も
知
り
た
い
部
分
の

① 

運
用
形
態
や
耐
用
年
数
及
び
型
式

② 

移
駐
の
時
期

③ 

鹿
屋
基
地
の
施
設
整
備

④ 

鹿
屋
基
地
内
に
設
置
さ
れ
る
商
業

施
設

⑤ 
地
元
へ
の
経
済
効
果

　

な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
回
答

で
も
「
今
後
米
軍
と
の
協
議
に
お
い

て
確
認
す
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
具

体
的
な
も
の
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

ま
た
、
示
さ
れ
た
空
中
給
油
機
の

飛
行
ル
ー
ト
は
、
現
在
、
鹿
屋
基
地

に
配
備
さ
れ
て
い
る
Ｐ

｜

３
Ｃ
と
同

じ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
騒
音
分

布
図
は
機
種
の
違
う
輸
送
機
の
騒
音

値
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
「
騒
音
に
つ
い
て
は
大
幅
に
悪

化
す
る
こ
と
が
な
い
」「
航
空
機
の
運

航
が
直
ち
に
過
密
化
す
る
な
ど
、
安

全
性
に
影
響
が
出
る
と
は
考
え
て
い

な
い
」
と
の
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
第
１
回
目
の
回
答
で
も

「
今
後
の
日
米
協
議
で
確
認
す
る
」

と
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
の
回

答
が
今
回
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
早
急
に
回
答
さ
れ
る
よ

う
強
く
抗
議
と
要
請
を
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
や
回
答
を
踏
ま
え

て
、
市
内
の
各
種
団
体
の
代
表
や
周

辺
市
町
の
長
な
ど
で
構
成
す
る
「
鹿

屋
市
米
軍
移
転
問
題
に
関
す
る
意
見

交
換
会
議
」
な
ど
で
協
議
・
検
討
し
、

市
民
の
総
意
を
集
約
し
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

国
が
「
第
２
回
目
の
米
軍
海
兵
隊
普
天
間
基
地
空
中
給
油
機
部
隊
の

海
上
自
衛
隊
鹿
屋
基
地
へ
の
移
転
に
関
す
る
質
問
書
」
に
回
答

基
地
の
運
用
形
態
の
回
答
は
得
ら
れ
ず

第2回目の質問書に対する回答書を受け取る有留市長職務執行者（手前）と清水福岡防衛施設局局長（2月3日）

明
ら
か
に
な
ら
な
い

　
　

移
駐
の
具
体
的
な
内
容

※第１回目の質問書に対する国からの主な回答の概要については１月号に掲載してあります。

米軍空中給油機移駐問題を考える特集


